【別紙1】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【審査基準】
甲州市地域医療体制整備支援業務委託公募型プロポーザル審査基準評価項目

◎下表の「評価の視点」欄に基づき、それぞれ次の５段階で評価し、選定委員の得点を合計した総得点により順位を決定する。評価項目に値するものがない場合は評価しない（0点とする）
　　Ａ：優秀である（配点×1.0）　　　Ｄ：物足りない（配点×0.4）
　　Ｂ：満足である（配点×0.8）　　　Ｅ：劣っている（配点×0.2）
　　Ｃ：平均的である（配点×0.6）　　

	評価項目
	評価の視点
	配点

	取組意欲
目的適合性
	業務に対する意欲が伺われるか。
業務の趣旨を正しく認識しているか。
	２０点

	提案力
	
	１２０点

	
	医療環境・病院の状況の分析手法
	本業務に適した分析手法が明確であるか。専門的な知識を有しているか。
	（３０点）

	
	特に検討が必要な課題の抽出及び進め方
	甲州市の課題を的確に把握できるか。課題に対する適切な指導及び助言が期待できるか。
	（３０点）

	
	医療体制の方向性への提案
	幅広い知見を発揮して、甲州市の医療体制の方向性を検討するために有用な提案を行うことが期待できるか。
	（３０点）

	
	業務スケジュール
	無駄のない合理的なスケジュールを提案しているか。各業務が適切なタイミングで実施されているか。
	（３０点）

	業務の実施体制
助言・指導力
	実施体制は適切か。責任者の経験は豊富か。
コンサルタントとしての具体的技術を保有しているか。業務実施過程において，的確な指導・助言が期待できるか
	３５点

	会社としての実績
	類似事業や官公庁からの委託による医療機関への経営支援等の実績を活かし、本業務に貢献することが期待できるか
	１５点

	見積金額
	提案内容に対して、妥当な見積り金額であるか
	１０点


（合計点数：２００点満点）
